
2009年7月1日

福井県知事西川一誠様

部落解放同盟福

■■

福井県との懇談会の実施について（ご依頼）
一

幹凸ー

うっとうしい日が続きますが，貴職におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上
げます。

日頃は，部落差別撤廃に向けご尽力を賜り，深く敬意を表します。

さて部落問題をめぐる今日の状況についてですが、3年前に発生した一連の不祥事は、
水平社宣言を冒涜するものであり、部落解放運動が営々として築いてきた成果を後退させ
てしまったといわざるを得ません。

私たちは、組織の総点検・改革運動を推進してまいりました。その後、再生・改革運動
に方向を定め取り組んでいます。徐々に成果もあがってきています。
しかし、一方で部落差別に基づく結婚差別や就職差別、更には不動産の売買や取得に係

わった部落差別事件は後を絶たない実態があります。また、電子版を含む新たな部落地名
総監が回収され、今日においても調査会社が部落差別調査をしている事実が明らかになり
ました。

このような厳しい差別の現状を踏まえると、 1993年12月の国連総会で採択された
「国内人権機関の設置に関する原則」 （パリ原則）を踏まえた「人権侵害救済法」 （仮称）
の早期制定が求められます。

また、 「人権教育および人権啓発の推進に関する法律」を活用した、教育・啓発活動を
強化して行くことが必要です

つきましては，以上の状況を踏まえて，今後，福井県の同和行政･人権行政の推進につ

いて十分なる話合いをお願いしたく存じます。話し合いの日時は下記の通りです。宜しく
お願いいたします。

記

期日 2009年8月26日 （水) 13 :00～16 :00

場所 福井県立図書館若狭図書学習センター
小浜市南川町

弛0770－52－2705

出席者 福井県連50名前後

懇談内容 後日送付いたします。



2009年7月13日

福井県庁

人権室長飯田久人様

部落解放同盟

■■

県交渉の交渉内容の送付について

暑い日が続きます。皆さんお変わりありませんか。福井県交渉の日程などについては先

般お願いいたしましたが交渉内容につきましては後日送付ということで送ってありません

でした。

出来ましたので送らせていただきます。

よろしくお願いいたします。

記

福井県交渉の交渉内容 2部

以上



轆麹蕊識蕊曉瞳銭表誇懇県議窪 2009年8月26日

|職認澱鶴購鋤蕊雛進瀧瞬鬮識鐡溌詞

（1） 「人権教育・啓発推進法」の推進計画には「県」の調査と 「部落解放・人権研究所」の調査には大きな開きがある。その開
きは何かを説明していただきたい｡調査日の違いだけでは納得できません｡納得できるよう具燐的な資料を添えて説明をお
願いしたい。納得できなければ第2次、第3次の交渉をしなければなりません。

（2） 「人権教育・啓発推進法」では人権教育や人権啓発は自治体や国民の責務であると言い切っており、その法律が発効してか

らすでに9年が過ぎている。人権教育や人権啓発がすべての自治体で実行できるのはいつからか。

（3） 「人権教育や人権啓発についての推進計画」には何にでも当てはまる計画の羅列が多い。一般差別の解消も大変大事なこと
である。しかし、これを続けていけば同和問題の解決につながるとは思えないものが多い。同和問題解決につながる具体的
計画を資料を添付して提出していただきたい。

|國二罷溌露識朧萄鞘嘩溌’
~

「差別事象Jの内容と発覚後の経過

①被害者と発生場所 被害者ぱ■■内で飲食店を経営している｡差別発言はその飲食店内で発生した。
②発生日時 この事象が発覚する2～3ケ月前被害者と加害者だけになってから何回か繰り返しおこなわれている。

③差別の状況 夜遅く他の客がいないとき、次のような差別発言があった。

｢自分I低部落の近くに住んでいたからよく知っている｡ｴﾀ､非人って知っているか｡どんな字書
くかわかるか。

非人は人間ではないと書くんや。エタ、非人は人間と違うんや｡」 「 （指4本だして）これ何か知っている

か｡｣ ~■■こもそういうところがあるんや」
「被害者の子（女性）の話題が出たとき、 どうせ結婚なんかできんやろ｡」
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④今後の取り組み

◎被害者の現状 最初の訴えから一転、運動の必要性は認識するが、実名や店の名前、家族（子ども）などが知られること
の無いようにしてほしい。

身の回りの影響（下記）を考えると、今回の訴えは取り下げたい。

・家族への影響

・店（飲食店）への影響

・市内での噂

・上記によるストレス（今後どうなるのか心配）

。■■の現状
解放同盟とし 話し合ったことはないが､被害者の話では

、同和地区民が「そっとしておいてほしい｡」という考えをもっていることをいいことに、同和問題についての学習は
していない。

慧壌雛獺繊鐵懲
（'） 県とし ｢寝た子を起こすな｣的な対応についてどう考え､行動してきたか。

：凸同和地区民の背負いきれない｢差別の痛み｣を行政側はどう考え､ ｢痛み｣を取り除く努力をしているか．
被害者がこの差別問題について、最初の訴えから一転してしまう背景には何があると考えているか。

（2） 同和地区住民が教育や啓発をしてほしくないといえば何もしなくていいのか。賢明な県庁職員であれば何らかの方法が
見出せるのではないのか。人権教育・啓発推進法ではその地域の実態に応じて推進することを述べている。

一般的な差別問題についても同じように啓発活動をしていないのか。していれば具体的に述べていただきたい。

一

鴬謹差別雲蒙
鹿.￥二･｡ ､全

》蕊B灘

悪質.陰湿.巧妙化する差別事件の事例ば､枚挙にいとまがない状況にあり、とりわけ電子版を含めた新たな部落地名総監差別事件、
行政書士などによる戸籍等大量不正取得事件、おびただしいインターネット差別書きこみ事件､新採時の統一応募用紙違反事象など
も急増している。
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■■内においても■■■■■､■■I■･■一■－－N同和地区住民や同和地区企業に対する差別文書郵送事
件など今までになかったような差別事件が発生している。

篭墓撫鋤湖鐡溌
電子版を使った「いじめ」や差別落書きが多発しており、陰湿な「いじめ」による「自殺」者もでていると聞いている。最近発生し
ているグーグル社の検索サイト 「ストリートビユー」は深刻でプライバシーを侵害していると考える。 ~

（1） 県教育委員会はインターネット被害、特にメール被害についてどう考え、どう対応しているか。

（2） ~｢ストリートビュー」についてどう考え、対処しているか。

（3） 1■■内で発覚した差別落書き､投書､差別文書郵送事件などいまだに解決しない事象が多い｡そんななか､ ~2009年6
差別事象が発覚したら同じような対処の繰り返しで終わって新たな■■■■■が発覚した。月に

いる。今後差別落書きが発生した場合、どう対処すればいいと考えるか。

騨識識燕調垂職難難’ の

福井県内の自治体においてどんな形態であれ、結婚相談所が設置されていると聞くが、男女の出会いが少ない現在の社会において
は必要なことだと思われる｡ ~

しかし、他県の例でも見られるように、結婚相談所で申込書や相談カードに禁止されている事項について記載をさせている事例が多
く発生している。これらは、95年通産省（現経済産業省） ~ ｢通達」の「基本的人権を侵害することがないよう万全の配慮を｣という
「行動指針」に反している。たとえば申込書･相談カードに｢本籍」 「宗教」 「既往症」 「身体上の障害」 「家族構成･職業･続柄」 「職
業」 「離婚理由」 「転居理由」を書かせていることなどである。

部落差別の最後の壁は、就職と結婚である｡~教育、就職、結婚が部落問題解決への主要課題であり、全国的な取組みをさらに本格化
させていくことが必要である。

結婚相談所については、福井県内においても多くあると思われるが、違反しているような事例はないか。調査、指導等の実施につい
てもお聞かせ願いたい。
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蕊篭職灘織臓蕊鳶
結婚相談所について

（1） 県内各自治体にある結婚相談所について把握しているか。 ~

・県内に結婚相談所は幾つあるか

・設置形態はどのようなものがあるか

（2） いくつかの自治体の結婚相談所についてサンプルを取り寄せてもらいたい。

（3） 違反したところがあるとすれば、それはどのようなことか

（4） 問題点はないか。 点検・指導をしているか。

・設置形態 （公設公営、公設民営、民設民営）

・申込用紙・相談カードの記載などについて報告を求め点検、調査、指導しているか

・各自治体の連携をとっているか

厩認爾蕊獺間題I鱗燕謹’

熱談蕊灘蕊購騨

平成19年度に福井県教育委員会がおこなった、 「公正採用選考チェック表」の取り組み結果を明らかにされたい。
また、その結果を事業所指導・啓発にどのように生かされているのか明らかにされたい。
企業の受験結果の調査は県教委がしている。違反事例は平成16年では6件、平成19年は169件になっている。

（1）

（2）

(3）
16年

以降の違反事例を年度別と多い順に分けて示し、なぜ増えたのか点検・分析・考察を行い、違反の実態を明らかにされた
い。

改革を行ったようであるが、どのような改革をおこない、結果はどうであったか。
教師は採用してほしいので、少々差別的なことがあっても目をつぶる傾向もあるように見受けられるが、労働行政でしっ
かりやってもらいたい。

１
１

４

５

く
Ｉ
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的差別実態とし行政では昭和44年以来部落差別をはじめあらゆる差別問題を解決するため尽力されている。しかし、今日

、保健衛生、文化・教養、

流拠点にしなければなりま

以下のような回答を寄せら

鴎熱鰯鴛謹蕊震灘とも貴職および人権啓発団体等とも協議しぼ
こ積極的に取り組んでいく所存ですので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします｡』

こそこで、前

『今回α■
前沈の

がら、差別のな

い明るいまちづくりI

簔辮燃噂
（1）

(2）

のような指導をされているか。

ある。人的、物的、金銭的に十分と考えているか。
か。教育・啓発についてどのよ

､国の基準■l■■■

■■

○人的な面

d■■こ対する補助金

5
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’塞溌騒鰐雛漉麓A維篇識調査蕊鎌灘，
（1）結果についての説明と、点検・分析して明らかになったことについて説明していただきたい。

るべく早く完成してほしい。

、運動の場など兼ね備えた公園にしてほしい。

(1） と協議の上な

（2）癒しの場、憩いの場、

と
毛
ら

をつくってほしい。

6
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部落問題解決に向けた福井県に対する要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）
H21 . 8． 26

答要求項目 回

1 「人権教育･啓発推進法｣関係について
~争

地域福祉課

（1）部落解放・人権研究所が平成19年10月1日時点で行なった「人権教育・啓発推進法に基づ
~ く計画等に関するアンケート」については、県と10市町が回答し、 5市町が策定済みと回答し
たところである。一方、県は、平成19年8月28日の当懇談会において5市町が策定済みと回
答した。

その後9市町が策定し、県は、平成20年8月26日の当懇談会において14市町が策定す
みと回答した。 ~

地域福祉課、生涯学習課

（2）市町から〈毎年、人権教育・人権啓発実施計画および実施結果を徴し、市町の取組状況を把握
している。また、市町人権主管課長会議市町人権教育担当者会議等を開催し、市町に対して、
人権教育啓発推進法に基づき、人権教育・啓発を推進するよう指導している。

（1） 「人権教育も啓発推進法｣の推進計画

には「県」の調査と「部落解放j人権
研究所｣の調査には大きな開きがあり

ますが、それについてどのように分析

されているか具体的にお聞かせいた

だきたい。

（2） 「人権教育・啓発推進法」には『地

方公共団体の責務』が明記されてお

り、県内市町においても人権施策推進

に向け計画策定及び体制整備がなさ

れましたが、市町における教育及び啓

発の主体的な取り組みについて、県の

立場として、どのよう．に把握し､また、

~指導されているか具体的にお聞かせ

いただきたい。

2■における差別発言について

e

ヂ

地域福祉課、生涯学習課

人権教育・啓発

ることから、今後

づき、人権教育．

あるものとするためには、地元住民の方々の-'一分な理解が必要であ
対して、人権施策推進計画を早急に策定するとともに、同計画に基
するよう指導していく。

M厚鑿懸轤溢:馬
現実をどう整理・分析し、実効性ある

施策に結び付けていくべきと判断さ

れますか、また、県の立場としてどの

ように対応されるのかをお聞かせい

ただきたい。
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一
一

答回要求項目
I．

3 差別落書きや差別ビラなど差別事象に

ついて

悪質･陰湿･巧妙化する差別事件の事例は、

枚挙にいとまがない状況にありますが､電子

版を使った「いじめ」や差別落書きが多発し

ており、陰湿な「いじめ」による「自殺」者

もでていると聞いています｡最近ではグーグ

ル社の検索サイト「ストリートビュー」はプ

ライバシーを侵害していると考えま‘すが､次

の点についてお聞かせいただきたい。

高校教育課、義務教育課

（1）インターネットには負の部分があり、児童・生徒をその危険性から守っていく必要があると
考えている。

まず、掲示板等やメールを通じたネットいじめがあった場合、子どもがすぐに相談できるよ
~ うにするため、教師と児童，生徒との信頼関係づくり、カウンセラー等の体制づくりに努めて
いる。

また、平成19年度から、ネットの問題をテーマとした研修を全県の生徒指導担当教員対象
に実施しているほか、教育研究所では、情報モラルに関する研修を多数開講し、教員の指導力
の向上に努めている。

児童．生徒向けとしては、技術家庭科等の授業での指導のほか、教育研究所の出張講座、県
』 善の協力による非行防止教室を学校において開催し、情報モラルを柱とする人権教育によって、

問題の未然防止に努めている。

地域福祉課

（2） ~ 「ストリートピュー」も含め、インターネット等を利用した差別行為の防止については、本県
が加入している全国人権同和行政促進協議会において対応を検討しているところであり、国に
対して、人権侵害行為等の防止に向け、法的措置も含め、実効性のある対策を早急に講じるよ
う要望している。

（3） ~

高校教育課、義務教育課

差別事件の根絶は、発達段階をふまえた教育により、科学的、合理的な考え方を身に付けさせ
ることが重要であるとの認識に基づき、学校教育においては、すべての小・中・高等学校・特別
支援学校を対象に地区別人権教育研究協議会を開催し、各学校の情報交換を行うなど、人権教育
の取組みの強化を図っている｡各学校においても積極的に校内研修を実施し､教職員の意識向上
に努めている。

地区別人権教育研究協議会では､指導主事を分科会ごとに配置し、 「子どもの実態に応じた、
人権教育の指導内容や指導方法のあり方」という観点から、きめ細かな指導･助言を行っている。

（次頁に続く）

（1）県教育委員会はインターネット被害、

特にメール被害についてどう考え、どう

対応していますか。

（2） 「ストリートピュー」についてどう考

~ ~え、どう対処していますか。

（

享轄蜑撫霞
｜鰐てお…か鐙調かせいただき
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I
，

答要求項目 回

県学校同和教育研究協議会が行う調査結果では、すべての小・中・高等学校・特別支援学校に
おいて、あらゆる教育活動を通じ、繰り返し人権教育が推進されている。特に、道徳・特別活動・
総合的な学習の時間を中心に、 「人罐感覚豊がで実践万ああ-宕字でてあ育成」を目指している。そ
の際には、 「体験的参加型学習」を取り入れるなど、指導方法の工夫も見られるようになってきて
いる。

これらの取組みをさらに発展させるため、平成23年4月に完全実施される新しい学習指導要
領の柱のひとつである「体験学習の充実」を図り、差別を許さない「人権感覚豊かで実践力のあ
る子どもの育成」を図る指導を行っていきたい。 ~

生涯学習課

社会教育においては、差別事件の根絶のために、 これまでの種々の研修会の内容・手法を一層

充実させ、参加者の人権意識の高揚を図るとともに、伝達講習などの活動を通してより多くの人

、に人権教育を普及させることで、地域社会に人権感覚の土壌を作り上げることが重要であると考
える。

このことを踏まえ、各研修会ではアンな＝ﾄを実施し参加者ニニ家を把握字る曇と-で､一研修罵会

の内容や方法の見直しを図って~いる。

今年度の「福井県人権教育指導者研修会」では、講演会では結婚差別を、体験的参加型学習で
は、 「世間体」を取り上げ､ ~人権についての自分自身の考えを明確にして話し合える場の設定を行
った。

~ また、社会教育指導員研修会では、人権・同和教育の先進的な実践を各市町に周知するため、 ~

高浜町や美浜町などの取り組みについての発表を実施している。

今後は、各市町の人権教育指導者の資質向上を図りながら、地域や団体、職場において自主的
で効果的な人権・同和教育、啓発活動が行われるよう指導していきたい。

斑
§

地域福祉課

~発鱸職酬)照覧驍需墓撫護籠耀卜雛け:W
の充実を図っていく。また､鍾南握興局職員を対塞と_L迄同和問題の研修会を開催する予定であ
る。今後とも、人権啓発の充実に努めたい。 ~

3



答回要求項目

4結婚相談所について

結婚相談所はどのような形であれ、福

井県内においても多くあると思われます

が、申込書や相談カード等の記載内容に

ついて、 95年通産省（現経済産業省）

「通達」の「基本的人権を侵害するよう

なことがないよう万全の配慮を」 という

「行動指針」に違反しているような事例

はないか。調査・指導等の実施について

もお聞かせいただきたい。 ~ ‘

子ども家庭課、農林水産振興課

（1） 自治体および自治体が関与する団体が実施している結婚相談は、次のとおりである。
・県は、福井県婦人福祉協議会に委託して、県内12地区で結婚相談事業を実施
・県内17市町のうち、 2市（勝山市・鯖江市）が､結婚相談事業を実施

（県の相談員に対して、市の相談員を重ねて委嘱）
． (社)ふくい農林水産支援センターが、県内7地区で結婚相談事業を実施

（市町の推薦により相談員を委嘱）

（1）県内各自治体にある結婚相談所に

ついて、数や設置形態等どのように

把握されていますか。
〃一

(2） （別添資料）（2）いくつかの自治体の結婚相談所に

ついて、申込書や相談カー~ド等のサ

ンプルを取り寄せてもらいたい。

(3） 結婚相談申込書の記載項目については、人権が侵害されないよう配慮されているか調査を行
い、必要な指導を行ってきている。

結婚相談申込書については、結婚相談という特性上、本人の職業、家族の状況、同居。別居の
区分などの記載欄を設けている。ただし､本人が記入したくない欄は空白でよい旨を明記してい
る。

今後とも､結婚相談について、人権が侵害されないよう調査・点検を随時行い、必要な指導を
~ 行っていく。

（3）問題点の有無、今後の調査・点検・

指導についてお聞かせいただきた

い。

､

I ’
~~
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答要求項目 回

5 公正採用問題について

高校教育課

（1）平成19年7月4日に開催された「厚生労働省通達に基づく就職差別撤廃に向けた学習会」の
結果に基づき、 「公正採用選考チェック表」の内容を修正した上で、新たに公正採用に係る調査マ
ニュアルを明確化した。そのマニュアルに従い、各高等学校では、採用試験の事前指導の際生徒
に対し公正採用選考について説明するとともに、調査の趣旨や「公正採用選考に係る受験報告書」
の記入方法について説明した。その後事業所や公務員等の採用試験を受けた生徒全員が「公正
採用選考に係る受験報告書」を記入し、そのすべての報告書を公正採用選考関係機関連絡会議（平
成13年設置）に提出し、不適切事象の確認を行った。

（2）平成20年4月の公正採用選考関係機関連絡会議に、福井労働局の担当職員の参加のもと、平
成19年度の調査結果全体を踏まえ、企業に対する指導を依頼した。労働局は関係ハローワーク
を通じてこれらの企業に対し、個別訪問により公正な採用選考を行うよう指導している｡~

~ また、企業向け啓発用リーフレットを作成し、各高等学校から事業所等へ、求人や応募の際に
配布した。

（1）平成19年度に福井県教育委員会

がおこなった、 「公正採用選考チェ

ック表」の取り組み結果を明らかに

されたい。 ~

（2）また、その結果を事業所の指導・

啓発にどのよ・うに生かされているの

か明らかにされたい。 ~

（3）調査の結果、県内企業で平成16年6件、平成17年14件、平成18年74件、平成19年
169件、平成20年104件の不適切事象があった。採用試験を受けた生徒全員が、公正採用
選考についてしっかりした認識を持って「公正採用選考に係る受験報告書」を記入し、そのすべ

てを提出し、不適切事象の確認を行ったことが、件数増加につながった。平成19年の調査結果
を受け､ ~労働局の指導の結果、平成20年の違反事象件数の減少につながっている。違反の実態

として一番多いのは、家族構成に関するものであった。

（3）企業の受験結果の調査は県教委が

している。違反事例は平成16年で

は6件、平成19年は169件にな

っている。 16年以降の違反事例を

年度別と多い順に分けて示し、なぜ

増えたのか点検・分析・考察を行い、

違反の実態を明らかにされたい。
『

(4)~ 「公正採用選考チェック表」の内容を修正し、公正採用に係る調査マニュアルを明確化したうえ

で、採用試験を受けた生徒全員が記入した「公正採用選考に係る受験報告書」をすべて、公正採

用選考関係機関連絡会議に提出するようにした。 このことで、不適切事象の状況をしっかり把握

できるようになった。

（4）改革を行ったようであるが、 どの

ような改革をおこない、結果はどう

であったか。

’
5



答~回~要求項目

6■あり方について

各種相談活動（社会福祉、保健衛生、文

化・教養､~社会教育、団体育成など）で

|鬘鰻一重

~

、

重鐡懸: 蠅鱸
相談事業として地域の交流拠点にしなけ

ればなりません｡だからこそ､■ま ～

同和地区内にあってこそ存在意義がある

｣ しゞ

拡充していただきたいとも考えていま

す。県の立場として隣保館のあり方につ

いてお聞かせいただきたい。 地域福祉課、子ども家庭課

“鰹篇鰯
と情操を豊かにする

事業や人権啓発などの各

基づき、児童の健康増進(1

指導している。

されていますか。
晏田 、

同木

ついては

発揮でき

よう、設

地域
（
、

霊異
（

的、

物的､金銭的に十分と考えています｜か。

が十分発揮できるよう、

n

b



要求項目 答回

7県が実施した人権意識調査について

地域福祉課

「人権問題」についてのアンケート調査結果の概要および分析結果は次のとおりである。結果についての説明と、点検・分

析して明らかになったことについて

説明していただきたい。 ①回答者の約4分の3が、現在の日本では基本的人権が概ね尊重されていると感じている。

②同和問題に関する意識については、既婚者に対して「お子さんの結婚しようとする相手が

同和地区の人であるとわかった場合にどのようにするか」を尋ねたところ、 「子どもの意思を

尊重する」 （13年度調査36.4％→今回調査39.~5％)、家族や親戚の反対があれば認めない」
~ (7.9％→6.0％)、 「絶対結婚を認めない」 （6,4％→5. 1％)となった｡~

また、未婚者に対して「同和地区の人と恋愛し、結婚しようとしたとき、親や親戚から反対

を受けた場合にどのようにするか」を尋ねたところ、 「親の説得に全力を傾けたのちに自分の

意思を貫いて結婚する」 （56.7％→69.6％)、 「自分の意思を貫いて結婚する」 （22.~4％→ ・
25．0％)、 「家族や親戚の反対があれば結婚しない」 （17.9％→5.4％)、 「絶対結婚しない」 (3％

→0％)となった。

以上のことから、同和問題に関する意識については、前回調査（平成13年度）と比較して、

差別意識は着実に解消傾向を示している。

イ

､

』

~~
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答回要求項目

8 土木部、嶺南振興局

交通安全上早期に改良する必要があると認識しており､■■区役員の方々には事業の概要を

一難薦rr-譜■

開発事業について

昨年＠回答にあった

(1
工事の説明および了解
どについての説明を行う

出来る限り早く工事に着手するにつ

いて）

るが詳細な協議を行う

た後は、以下の手続きを同時並行で進めていく※上記、工事計画の了解が得られた後は、

(2 こついて

ア

る

ｲ弓
ウ漁
－によっ

こよって

(3

~’
~
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答要求項目 回

Q
辺 について

土木

実

■
。

一
一

~

い。

4 .

通
。

~~
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